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第４章 方法書作成までの経緯 
4.1 配慮書の概要 

配慮書の手続き概要を表 4.1.1 に示す。 

配慮書に対する住民等（環境の保全の見地からの意見を有する者）からの意見は 47 件（77 項目）で

あった。 

 

表 4.1.1 配慮書手続の概要 

項目 内容 

公告日 令和 4年 1月 5日（水） 

縦覧期間 令和 4年 1月 5日（水）～令和 4年 2月 4日（金） 

縦覧場所 

長野県環境部環境政策課、長野県松本地域振興局環境・廃棄物対策課、 

松本市環境エネルギー部環境・地域エネルギー課、安曇野市市民生活部環境課、 

塩尻尻市民生活事業部生活環境課、山形村住民課、朝日村建設環境課 

意見募集期間 令和 4年 1月 5日（水）～令和 4年 2月 4日（金） 

意見提出先 松塩地区広域施設組合施設１課 

意見書の提出件数 47 件（77 項目） 

技術委員会 令和 4年 1月 13 日（木）、令和 4年 2月 17 日（木） 

松本市長意見 令和 4年 2月 15 日（火） 

安曇野市長意見 令和 4年 2月 14 日（月） 

長野県知事意見 令和 4年 3月 18 日（金） 

 

4.2 配慮書に対する意見と事業者の見解 

配慮書に対する意見と事業者の見解は、以下に示すとおりである。 

 

4.2.1 住民等の意見と事業者の見解 

配慮書に対する住民等の意見は 47 件（77 項目）の提出があった。意見の概要と事業者の見解を表

4.2.1(1)～(9)に示す。 
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4.2.2 知事意見と事業者の見解 

配慮書に対する知事意見と事業者の見解を表 4.2.2(1)～(2)に示す。 

 

表 4.2.2（1） 配慮書に対する知事の意見と事業者の見解 

番号 区分 意見の概要 事業者の見解 

1 全般 

環境影響評価方法書（以下「方法書」

という。）手続においては、事業計画の詳

細を可能な限り具体的なものにするとと

もに、事業計画を十分に踏まえ、適切な

環境影響評価の項目並びに調査、予測及

び評価の手法を選定すること。 

また、地域に価値を創出する施設とし

て、いわゆるポジティブアセスの観点か

ら、良好な環境の創出に寄与する環境項

目も積極的に選定すること。 

方法書の事業計画の詳細は、現段階で

可能な限り詳しく記述しました。準備書

以降でも可能な限り事業計画の詳細を

記述します。 

環境影響評価の項目並びに調査、予測

及び評価の手法は、現段階での事業計画

を基に環境影響が大きくなるおそれのあ

る場合を踏まえて選定しました。 

ポジティブアセスの観点から、ラーラ

松本や周辺の自然と融合した環境学習

機能を含む「平瀬環境エリア」の創出を

「触れ合い活動の場」で扱います。また、

焼却の余熱を利用したエネルギー回収・

利用については「温室効果ガス等」の項

目で扱います。 

2 全般 

方法書以降の手続においては、本事業

が環境に与える影響について、地域住民

が現況施設との差を容易に理解できるよ

う、調査、予測及び評価の結果を丁寧に

記載し、分かりやすい図書となるよう努

めること。 

方法書以降において、事業が環境に与

える影響について、地域住民が現況施設

との差を容易に理解できるよう、調査、

予測及び評価の結果を丁寧に記載し、分

かりやすい図書となるよう努めます。 

3 全般 

事業計画の検討に当たっては、地域住

民、関係市町村等から寄せられた意見等

に十分配慮するとともに、検討の経緯及

び内容について、地域住民等に対する積

極的な公開や丁寧な説明に努めること。 

事業計画は、基本構想検討委員会によ

り、地域住民の意見を取り入れながら、

専門的・学術的見解も併せて検討してき

ました。今後も、検討の経緯及び内容を

地元町会や町会長会で十分説明しなが

ら、事業計画を策定していきます。 

4 事業計画 

事業計画の策定に当たっては、現況施

設の排ガス等の測定値や周辺の現況調査

の結果を踏まえ、現況の環境を悪化させ

ることのない施設とするよう努めること。 

事業計画の策定に当たっては、現況施

設の排ガス等の測定値や周辺の現況調

査の結果を踏まえ、現況の環境を悪化さ

せることのない施設とするよう努めま

す。 

5 水質、水象 

地下の掘削を行う場合は、掘削に伴う

排水などにより環境への影響が懸念され

ることから、方法書において地下水等を

環境要素として選定し、事業計画を踏ま

えた適切な調査、予測及び評価の手法を

検討すること。 

地下の掘削を行う可能性が高いため、

方法書では水質及び地下水を環境要素

として選定し、掘削に伴う排水などによ

る水生生物や地下水位、湧水へ影響を扱

うこととしました。 
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表 4.2.2（2） 配慮書に対する知事の意見と事業者の見解 

番号 区分 意見の概要 事業者の見解 

6 
植物、動物、

生態系 

河川敷におけるアオハダトンボ、カワ

ラバッタ、カワラニガナなど、事業実施

想定区域及びその周辺に希少種が生息・

生育している可能性があることを踏まえ、

「安曇野市版レッドデータブック」など、

事業実施想定区域に隣接する安曇野市に

関する文献も確認した上で、適切な調査、

予測及び評価の手法を検討すること。 

「安曇野市版レッドデータブック」な

ど安曇野市に関する文献も確認し、河川

敷に生息・生育する希少種等に十分注意

して調査を実施します。また、適切に予

測・評価を行います。 

7 
植物、動物、

生態系 

事業実施想定区域周辺は、ミヤマシジ

ミ及びクロツバメシジミの生息地となっ

ているため、生息環境の保全に十分配慮

すること。 

また、方法書以降の手続においては、

専門家等の助言を踏まえ、食草の分布等

の必要な調査を行い、環境影響評価の項

目並びに調査、予測及び評価の手法を適

切に選定すること。 

ミヤマシジミ及びクロツバメシジミの

生息環境の保全に十分配慮します。 

現地調査及び予測、環境保全措置の

検討に当っては、専門家等の助言を踏ま

え必要な調査を行い、適切な予測及び評

価となるよう努めます。 

8 
植物、動物、

生態系 

事業実施想定区域内の南側に位置する

平瀬緑地には、湧水を起源とする水路や

池が存在し、在来種や希少種の水草が生

育する良好な水辺の環境を形成している

ため、環境の保全に十分配慮すること。

また、その他の湧水が確認された場合は、

希少種等が生息・生育している可能性が

あるため、調査地点に含めること。 

平瀬緑地内の湧水起源の水路や池、そ

の他の湧水に特に留意して調査を行い、

在来種や希少種の水草の生育状況を把

握します。 

また、湧水起源の水路や池、その他の

湧水の環境の保全に十分配慮します。 

9 景観 

環境保全措置として想定している敷地

内の緑化については、その内容を踏まえ、

方法書以降の手続において適切な調査、

予測及び評価の方法を選定すること。 

敷地内の緑化については、準備書以

降、可能な範囲で環境保全措置の内容を

具体化し、その内容を踏まえた調査、予

測及び評価を行います。 
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4.2.3 関係市町村長の意見と事業者の見解 

配慮書に対する松本市長の意見と事業者の見解を表 4.2.3 に、安曇野市長の意見と事業者の見解を

表 4.2.4 に示す。 

表 4.2.3 配慮書に対する松本市長の意見と事業者の見解 

番号 区分 意見の概要 事業者の見解 

1 

2.3.6 景観・

文化財の状況 

（１）景観 

周辺の景観と調和するよう、景観計画等を遵

守されたい。（田園集落地域の景観形成基準、建

築物の高さ 1Om を超えるため、高さ制限の緩和

について景観審議会への意見聴取と、市長の許

可が必要） 

周辺の景観と調和するよう、「松

本市景観計画」を遵守します。 

2 
1.6.3 施設整

備の概要 

配慮書 P1—9 の表 1.6.2 に記載のある平瀬緑

地の運営主体は、貴組合でなく松本市であるた

め、修正願いたい。 

記述に誤りがありました。 

方法書以降では記述を改めます。 

3 

2.2.8 地域の

環境に係る方

針等の状況 

（４）ごみ処

理に関する主

な施策 

配慮書 P2—72 に、第 3 次松本市環境基本計画

（平成 28 年度改訂版）についての記載がある

が、同計画は、経済・社会とつなぐまつもと環

境戦略（第 4 次松本市環境基本計画）に改定済

みであるため、修正願いたい。 

方法書以降では、最新版を基に記

述します。 

4 

4.2 景観 

（４）調査結

果 

配慮書 P4-28 に記載のある松本市都市計画マ

スタープランについては、令和 3 年度末に改定

を予定しているため、留意されたい。 

方法書以降では、改定された松本

市都市計画マスタープランを参

照します。 
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表 4.2.4 配慮書に対する安曇野市長の意見と事業者の見解 

番号 区分 意見の概要 事業者の見解 

1 

2.3.4 動植物

の生息又は生

育、植物及び

生態系の状況 

（１）動物 

（３）生態系 

昆虫類について、事業実施想定区域の北西側

（安曇野市側）対岸に中信国際射撃場があるが、

その周辺河川敷はチョウ、トンボなどの生息に

比較的よい環境である。ミヤマシジミ（安曇野

市 RDB:準絶滅危惧）やクロツバメシジミ（安曇

野市:準絶滅危惧)、アオハダトンボ（安曇野市

RDB:準絶滅危惧）などが生息すると考えられる。

加えて、河川敷の砂礫地にはカワラバッタ(安曇

野市 RDB:準絶滅危惧）が生息している可能性が

高い。そのため、これらの昆虫が事業実施想定

区域の西から北にかけての河川敷周辺に生息し

ている可能性がある。また、アオハダトンボな

どのトンボ類や水生昆虫は平瀬緑地及び平瀬運

動公園内の水路や池などで発生している可能性

もあるため、現地調査時に注意する必要がある。 

ご指摘いただいたミヤマシジ

ミ、クロツバメシジミ、アオハダ

トンボ、カワラバッタの生息可能

性に十分留意して調査を行い、予

測・評価、保全対策の検討を行い

ます。 

また、平瀬緑地及び平瀬運動公

園内の水路や池などの水辺にも

十分留意して調査を行い、予測・

評価、保全対策の検討を行いま

す。 

2 同上 

鳥類について、イカルチドリ（安曇野市 RDB:準

絶滅危惧）やコチドリ（安曇野市 RDB:準絶滅危

惧）などは河川敷の砂礫地で、猛禽類は高木で

それぞれ営巣する。これらの鳥類は繁殖の時期

に事業の影響範囲内で営巣がないか、注意する

ことが望ましい。 

ご指摘いただいたイカルチド

リ、コチドリは河川敷の砂礫地に

ついて、猛禽類は高木のある範囲

について、それぞれの繁殖の時期

に営巣がないか注意して調査を

行います。 

3 

2.3.4 動植物

の生息又は生

育、植物及び

生態系の状況 

（２）植物 

（３）生態系 

植物について、事業実施想定区域に前述のクロ

ツバメシジミの食草であるツメレンゲが生育し

ている。このほかにも同じ水系の河川敷（安曇

野市域）では、例えばカワラニガナ（安曇野市

RDB:絶滅危惧Ⅱ類)、ケショウヤナギ（安曇野市

RDB:準絶滅危惧）といった河川の氾濫原に自生

する絶滅危惧種が確認されており、留意いただ

きたい。また区域内に湧水があれば、湧水環境

とともに水生植物に留意いただきたい。 

ご指摘いただいたクロツバメシ

ジミとツメレンゲについて、また

カワラニガナ、ケショウヤナギと

言った河川の氾濫原に自生する

絶滅危惧種に十分留意して調査

を行い、予測・評価、保全対策の

検討を行います。 

また、区域内及び周辺の湧水の

水生植物に留意して調査を行い、

予測・評価、保全対策の検討を行

います。 
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4.3 配慮書における複数案の概要と予測・評価の結果 

4.3.1 複数案について 

「長野県環境影響評価技術指針」（平成 10 年 9 月 28 日長野県告示第 476 号、平成 28 年 1 月 12 日改

正）は、配慮書の作成において、事業に係る位置・規模又は工作物の構造・配置に関する適切な複数案

（以下、「位置等に関する複数案」という。）を設定することを基本としている。また、「長野県環境影

響評価技術指針マニュアル」（平成 28 年 10 月、長野県環境部）は、位置等に関する複数案の設定にお

いて、当該事業を実施しないこととする案（ゼロ・オプション）も含めるよう努めるものとしており、

複数案に含めない場合にはその理由を明らかにすることとしている。 

本事業では、配慮書において位置等に関する複数案のうち「工作物の構造・配置」に関する複数案を

設定した。 

 

（１）当該事業を実施しないこととする案（ゼロ・オプション）について 

本事業は、構成市村から排出された一般廃棄物を適切に処理することを目的としており、対象と

なる廃棄物の処理規模から考えて、民間に処理を委託することは困難である。したがって、本事業

について、ゼロ・オプションはその目的を達成できない案であるため、複数案には含めなかった。 
 
（２）位置等に関する複数案について 

１）位置に関する複数案について 

事業実施想定区域の位置に関しては、建設候補地の適地選定の結果に基づいて設定しているため、

複数案には含めなかった。 

２）規模に関する複数案について 

計画施設の規模に関しては、処理が必要となる量を安定して処理できる施設として、今後策定す

る基本計画の中で決定する計画であるため、複数案には含めなかった。 

３）工作物の構造・配置に関する複数案について 

工作物の構造に関しては、焼却施設の煙突高さを複数案に設定する場合があるが、計画施設では

煙突高さを 60m 未満とすることを予定しているため、複数案は設定しなかった。 

工作物の配置に関して、設定した事業実施想定区域の範囲の中でどの場所に工作物を配置するか

を、複数案として設定した。 

  



4-16 

4.3.2 複数案の概要 

（１）複数案の設定の方針 

工作物の配置に関する複数案を設定するための設定方針は、表 4.3.1 に示すとおりである。 

配慮書作成の時点では、破砕処理施設やストックヤード等を併設するかどうかは決まっておらず、配

置する工作物には含めていないが、これらを併設する場合には、方法書以降の環境影響評価手続きの対

象とすることとした。 

 

表 4.3.1 複数案の設定方針 

項目 内容 

配置する工作物の

種類 

配置する工作物は、現時点で建設することが決まっている計画施設（焼却施設）の

みとし、破砕処理施設などのリサイクル施設は設定しない。 

工作物の形状、大

きさ 

計画施設の形状や大きさなどは現時点で未定であるため、現焼却施設の形状や大

きさを参考にして設定する。（100m×70m×39m（高さ）） 

工作物の配置 

複数案の計画施設の配置は、現時点で具体的な案はないため、複数案で条件設定

の差が大きくなるよう、事業実施想定区域内において、実現可能性のある最も離れ

た配置とする。 

（中間の配置となった場合には、環境への影響も中間的なものとなると想定。） 

煙突の位置、高さ 
計画施設の煙突は、複数案で条件設定の差が大きくなるよう、各案で事業実施想

定区域の境界に近い方に位置させる。高さは現焼却施設と同じ 59.5m とする。 

 

（２）工作物の形状、配置 

１）工作物の形状 

計画施設の形状や大きさなどは現時点で未定であるため、現焼却施設の形状や大きさを参考にし

て設定した。設定した計画施設の形状と大きさは、図 4.3.1 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1 計画施設の立面図 
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２）工作物の配置 

工作物の配置について設定した複数案の概要は、表 4.3.2 に示すとおりである。また、複数案の

配置は図 4.3.2 に示すとおりである。 

 

表 4.3.2 設定した複数案の概要 

案 概要 

①南側案 

事業実施想定区域の南側に配置して、煙突も南側とする案。用地の広さは十

分であるが、広場や公園が消失する。周辺の住宅から最も近くに存在する案

となる。 

②北側案 
事業実施想定区域の北側に配置して、煙突も北側とする案。現在はグラウン

ドとして利用されている。北側の民間事業所に隣接する。 

③西側案 
事業実施想定区域の西側に配置して、煙突も西側とする案。現在は㈱長野県

食肉公社がある。 
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4.3.3 環境保全の方針の検討結果 

（１）配慮書における環境影響評価結果 

本事業の実施に伴い、計画段階配慮書における環境影響評価結果は、表 4.3.3 に示すとおりであ

る。 

 

表 4.3.3 総合評価の結果 

計画の特徴 

①南側案 ②北側案 ③西側案 

・計画施設を事業実施

想定区域の南側に配

置して、煙突も南側

とする案。 

・ふれあい活動の場で

ある平瀬緑地が消失

するため、その代償

が必要となる。 

・周辺の住宅から最も

近くに配置すること

になる。 

・計画施設を事業実施

想定区域の北側に配

置して、煙突も北側

とする案。 

・現在、グラウンドと

して利用されてい

て、北側の民間事業

所に隣接する配置と

なる。 

・計画施設を事業実施

想定区域の西側に配

置して、煙突も西側

とする案。 

・現在は㈱長野県食肉

公社がある。 

環境影響 

評価結果 

大気質 ○ ○ ○ 

景観 △ ○ ○ 

注）○：重大な影響は生じない。環境保全措置の実施により、影響は低減できる。 

△：重大な影響は生じないが、他の案と比較すると影響は大きい。環境保全措置の実施により、影響は低減

可能である。 

 

１）南側案に対する評価結果 

南側案は、計画施設を事業実施想定区域の南側に配置して、煙突も南側とする案である。 

環境要素別にみると、大気質への影響は、最大着地濃度地点において全ての大気汚染物質で環境

基準を満たしており、重大な影響は生じないと評価する。また環境保全措置の実施により、影響は

さらに低減できる。景観については、南側の一般国道 147 号に近くなるため、南側からの近景、中

景では圧迫感がやや増加する。重大な影響は生じないと評価するが、他の案と比較して、影響が大

きいことから評価は「△」とした。できる限り南端から離すなどの環境保全措置の実施により、影

響は低減可能である。 

また、触れ合い活動の場である平瀬緑地が消失する可能性があるため、その場合は代償として新

たな公園などを整備する環境保全措置が必要となる。 

 

２）北側案に対する評価結果 

北側案は、計画施設を事業実施想定区域の北側に配置して、煙突も北側とする案である。 

環境要素別にみると、大気質への影響は、最大着地濃度地点において大気汚染物質の寄与濃度が

最も大きいが、全ての項目について環境基準を十分に満たしており、重大な影響は生じないと評価

する。また環境保全措置の実施により、影響はさらに低減できる。景観については、現焼却施設と

比較して一般国道 19 号の通行車両から目立つようになるが、重大な影響ではないと評価した。環境

保全措置の実施により、影響は低減可能である。 
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３）西側案に対する評価結果 

西側案は、計画施設を事業実施想定区域の西側に配置して、煙突も西側とする案である。 

環境要素別にみると、大気質への影響は、最大着地濃度地点において大気汚染物質の寄与濃度が

最も小さく、全ての項目について環境基準を満たしており、重大な影響は生じないと評価する。ま

た環境保全措置の実施により、影響はさらに低減できる。景観については、現焼却施設と比較して、

施設西側から南東側にかけて一般国道 147 号から目立つようになるが、重大な影響ではないと評価

した。環境保全措置の実施により、影響は低減可能である。 

 

（２）計画段階における環境保全の方針 

計画段階で検討すべき環境保全の方針は、表 4.3.4 に示すとおりである。 

実際に採用する環境保全措置の内容は、今後、現地調査の結果や環境影響評価の予測、評価の結

果を踏まえて決定していく予定である。 

 

表 4.3.4 計画段階における環境保全の方針 

項目 環境保全方針 

大気質 ・現地調査を実施し、事業実施想定区域の周囲の大気質及び気象の状況を把握して、

より詳細な影響予測及び環境保全措置について検討する。 

・影響予測の結果を基に、配慮書で検討した環境保全措置の適用及び追加の環境保全

措置を検討し、大気質への影響が回避・低減されるよう考慮する。 

・特に、環境汚染物質の発生を抑制するために、適切な排出濃度の自己規制値を設定

する。 

景観 ・必要に応じて、調査・予測地点を増やすことや季節毎に予測を行うことを検討し、

より詳細な影響予測及び環境保全措置について検討する。 

・影響予測の結果を基に、配慮書で検討した環境保全措置の適用及び追加の環境保全

措置を検討し、景観への影響が回避・低減されるよう考慮する。 

・特に、建物と周辺環境との調和に配慮する。 

 

  



4-21 

（３）供用段階における環境保全の方針 

供用段階で検討すべき環境保全の方針は、表 4.3.5 に示すとおりである。 

 

表 4.3.5 供用段階における環境保全の方針 

項目 環境保全方針 

大気質 ・排ガスの常時監視、法規制に基づく定期的な測定及び周辺環境のモニタリングを実

施し、その結果を基に必要に応じて追加の環境保全措置を講じる。 

景観 ・建物外観の経年劣化等による景観の悪化が生じないよう、建物のメンテナンスを適

切に実施する。 
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